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金融情報 日本政策金融公庫 国民生活事業の融資概要

運 転 ８年以内ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備 １５年以内 基準利率（担保有の場合）

１．16％～２．25％
普通貸付 運 転 ５年以内 ※担保無も設定できます4,800万円

設 備 １０年以内

◎セーフティネット貸付や普通貸付申込書に添付していただく書類は一般
的には次のとおりです。
【個人営業の方】 【法人営業の方】
・申告決算書 最近2期分 ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本
（申告されている場合） ・最近2期分の確定申告書・決算書
・見積書 ・最近の試算表（決算後6カ月以上経過して
（設備資金をお申込の場合） いるか、または事業を始めたばかりで決算

を終えていない方）
・見積書（設備資金をお申込の場合）

★お申込み・お問い合わせ先★
日本政策金融公庫国民生活事業の融資申込は公庫新潟支店（新潟市中央区万代
4-4-27 NBF新潟テレコムビル９Ｆ TEL:025-246-2011・FAX:025-246-20
22）か当所（TEL:0250-22-0121）まで。

金融情報 経営改善貸付（マル経融資 ※無担保・無保証人）

運 転 ７年以内 利率 １．１１％
融資限度額 2,000万円

設 備 10年以内 ※201８年１１月９日現在

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿

泊業及び娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下
の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

★お申込み・お問い合わせ先★ 新津商工会議所(TEL: 0250-22-0121)

３名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（東･南部地区：近藤、西部地区：真野、北部地区：柳）

経営改善貸付の他にも様々な融資制度がありますので、お気軽にご相談下さい。

資金繰り円滑化相談会（毎月､定例開催！）
中 小 企 業 者 の 事 業 の 円 滑 な 資 金 調 達 を 支 援 す る た め 、 新 津 商 工 会 議

所 を 会 場 に 定 例 相 談 会 を 開 催 し て い ま す 。 ど う ぞ ご 利 用 く だ さ い 。

● 新 潟 県 信 用 保 証 協 会 定 例 相 談 会（原則毎月第１火曜日１０：００～）

１ ２ 月 ４ 日 (火 )・ １ 月 ８ 日 (火 )

●日 本 政 策 金 融 公 庫 定 例 相 談 会（原則毎月第２火曜日１０：００～）

１ ２ 月 １ １ 日 (火 )・ １ 月 １ ５ 日 (火 )

相談会のご利用の際は当所経営指導員(近藤、真野、柳)まで

ご予約をお願いします。(TEL:0250-22-0121)

補助金情報
＜新潟市次世代店舗支援事業＞

既存店魅力向上事業
【制度概要】

・市内で小売業、飲食業、生活関連サービス業のいずれかを営

んでいる方（従業員が５名以下又は売場面積２５０㎡以下の店舗）

・申請日以前に１年以上継続して同一店舗で同一事業を営んでいる方

対 象 者
・過去に、地域魅力アップ応援事業や次世代店舗支援事業の補

助金を受けていない店舗

・補助事業に着手していない店舗 他

※上記全ての要件を満たす必要があります。

対象事業 次のいずれかに該当する独自性・新規性を備えた魅力的な店舗

への改装等

1.少子・高齢化対応 2.地域交流の促進 3.地域資源活用

4.現在店舗の課題解決のための事業拡大

対象経費 店舗の改装費や備品購入費

（店舗の新築又は移転に伴う工事や備品購入ではないこと）

補助金額 補助対象経費の１／３（上限50万円）※事業承継の場合100万円

申請受付 第２期交付申請受付中

期 間 （※先着順に受付し、申請額が予算額に達し次第、受付終了。）

★お申込み・お問い合わせ先★ （お申し込みについては事前にご相談下さい）

新潟市秋葉区役所産業振興課商工観光係 TEL:0250-25-5689

※要件や手続きの詳細資料については、新潟市ホームページからもダウ

ンロードできます。（新潟市ホームページで「次世代既存店」検索）
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新春賀詞交歓会参加者募集！
新しい年を迎え、恒例の新春賀詞交歓会を会員同士の親睦を図る目的で開催

いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

〔日 時〕

▲ ▲

平成３１年１月１１日(金)
特別講演会 １５：００～１６：３０
主催者、来賓挨拶 １６：４０～１７：００
パーティー １７：００～１８：３０

〔講 師〕

▲ ▲

三 神 万里子 氏（ジャーナリスト）
み かみ ま り こ

「テーマ：グローバル視点での地域経済の活性化」
〔会 場〕

▲ ▲

一楽（TEL0250-22-3155）
〔定 員〕

▲ ▲

会員１５０名（定員になり次第締切）
〔参加費〕

▲ ▲

５,０００円／人（パーティーに参加される方）

※参加希望の方は１月７日(月)までにお申し込み下さい。

２０１９年カレンダーをお届けします
早いもので今年も残りわずかとなりました。当所では日頃の感謝の気持ちを込

めまして、今年も｢ＳＬばんえつ物語｣号の写真を使用した新津商工会議所オリ

ジナルカレンダーを作成し、会員事業所様にお届けいたします。(区外の会員

様には郵送でお届けします。)

お手元に届くまでの間、今しばらくお待ち下さいますようお願い

申し上げます。

～小規模企業の経営者の皆様へ～
退職後のゆとりある生活のために 小規模企業共済

小 規 模 企 業 共 済 制 度 と は 個 人 事 業 主 が 廃 業 し た 場 合 や 会 社 等 の 役 員 が

役 員 を 退 職 し た 場 合 な ど 、 そ れ ま で 積 み 立 て て こ ら れ た 掛 金 に 応 じ た 共

済 金 を お 受 け 取 り に な れ る 共 済 制 度 で す 。

税 制 面 で 大 き な メ リ ッ ト が あ り ま す ！
■ 掛 金 は 、 全 額 所 得 控 除

掛 金 は 、 全 額 が 「 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 」 と し て 課 税 対 象 所 得 か
ら 控 除 で き ま す 。

■ 共 済 金 は 、 退 職 所 得 扱 い ま た は 公 的 年 金 等 の 雑 所 得 扱 い
掛 金 は 月 額 1,000円 ～ 70,000円 ま で 、 500円 刻 み で 自 由 に 選 べ 、 加
入 後 増 額 ･減 額 が で き ま す 。

◎ 加 入 に つ き ま し て は 新 津 商 工 会 議 所 ま で （ TEL:0250-22-0121）

年末調整個別相談会のご案内
～給料・賞与を支払っている方へ～

◆ 日 時 ： 平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ５ 日 (火 )・ １ ６ 日 (水 )

９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ ／１３：００～１６：００

◆ 会 場 ： 新 津 商 工 会 議 所 ３ Ｆ

◆ 対 象 ： 新 津 地 域 で 個 人 事 業 を 営 む 方

◆ 持 ち 物 ： ① 年 末 調 整 の 書 類 一 式 （ 税 務 署 よ り 郵 送 ）

② 平 成 ３ ０ 年 分 所 得 税 源 泉 徴 収 簿 (ご記入の上、お持ち下さい)

③ 生 命 保 険 料 ・ 介 護 保 険 料 ・ 地 震 保 険 料 ・ 国 民 年 金 保 険

料 等 の 控 除 証 明 書

④ 国 民 健 康 保 険 料 払 込 金 額 の 確 認

⑤ 控 除 対 象 配 偶 者 や 扶 養 親 族 等 の 氏 名 、 生 年 月 日 の 確 認

⑥印鑑

⑦マイナンバー制度導入に伴い、来所時下記の方のマイナン

バーが確認できるもの（メモ等）をご持参下さい。

（支払者、受給者、受給者の控除対象配偶者や扶養親族）

※ 税 理 士 関 与 の 方 は ご 遠 慮 く だ さ い 。

普通の主婦から南極観測隊料理人に
～環境と食について～

観測隊として日本を出発してから１年４か月、どんなことがあっても帰るこ
とはできない、３０人で仕事と生活のすべてを担う、テレビも、コンビニエン
スストアもない。そんな類まれな経験を通した、今話題の講師です。

多くのご参加をお待ちしております。

◆日 時：平成３０年１２月６日(木)
１５：００～１７：００

◆講 師：元南極観測隊調理人 渡貫 淳子 氏
◆会 場：割烹 おぐま（秋葉区新津本町4-14-5）
◆定 員：５０名 ※入場無料
◆主 催：公益社団法人 新津法人会女性部
◆申込締切：定員になり次第締切

併せて、新津税務署による税務講話も開催します。
お申込を希望される方は下記までご連絡下さい。
新津法人会 ＴＥＬ：０２５０－２３－３４８８
※福祉施設に寄贈するための古タオルをご持参下さい。


